
佐賀県公共図書館資料相互貸借規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐賀県公共図書館協議会会則第４条に基づき、県内の公共図書館及び公民館図書室（以下

「図書館等」という。）の間で行う図書館等が有する資料（以下「資料」という。）の相互貸借について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（相互貸借を行う図書館） 

第２条 この規程により資料の相互貸借を行う図書館等は、佐賀県公共図書館協議会会則第５条で組織する図書

館等とする。 

 

（相互貸借資料の範囲） 

第３条 相互貸借を行う資料の範囲は、当該資料の貸出しを行う図書館等（以下「貸出館」という。）の利用規

程等の定めによるものとする。 

 

（相互貸借資料の利用） 

第４条 相互貸借を行う資料の利用は、貸出館から貸出しの条件が付されている場合を除き、当該資料を借り受

ける図書館等（以下「借受館」という。）の利用規程等の定めによるものとする。 

 

（貸出期間） 

第５条 資料の貸出期間とは、貸出館が資料を貸し出した日から借受館からの返却により当該資料を受領する日

までの期間をいい、貸出処理日の翌日から３０日以内とする。ただし、貸出館が必要と認める場合は、貸出期

間を延長することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、貸出館が業務上必要な場合は、貸出期間中であっても資料の返却を求めることが

できる。 

 

（貸借手続） 

第６条 借受館は、資料の貸出しを受けようとするときは、原則として佐賀県内図書館相互貸借システムにより

申し込むものとする。 

２ 貸出館は、前項の規定により、資料の貸出申込みがなされたときは、資料コード及び資料名を記載した資料

貸出通知書（様式は任意）を添付し、資料を貸し出すものとする。 

３ 借受館が、貸出館に資料を返却するときは、資料コード及び資料名を記載した資料返却通知書（様式は任意）

を添付し、資料を返却するものとする。 

 

（資料の運搬） 

第７条 資料の相互貸借を行う場合において、図書館等の中心館間の資料の運搬については、別途定める佐賀県

公共図書館等図書物流システム運用規程（以下「物流システム運用規程」という。）により行うものとする。 

２ 各図書館等の中心図書館と分館、分室等との資料の運搬については、各図書館等で行うものとする。 

３ 第１項による資料の運搬が困難な場合については、貸出館及び借受館で協議する。 

 

 



（経費の負担） 

第８条 前条第１項に係る経費は、物流システム運用規程によるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項に係る経費は、該当する図書館等で負担するものとする。 

 

（借受館の責任） 

第９条 借受館は、貸出館から資料を受領したときから貸出館が返却された当該資料を受領するまでの間（物流

システムによる運搬の間は除く。）における資料の管理について、一切の責任を負うものとする。 

２ 借受館は、貸出しを受けた資料を亡失、汚損又は破損したときは、貸出館と協議のうえ、その損害を弁償し

なければならない。 

 

（協議） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、資料の相互貸借に関し必要な事項は、貸出館及び借受館が協議する。 

 

附則 

この規程は、平成２年５月２９日から施行する。 

附則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成２２年４月２８日から施行する。 

附則 

この規程は、平成２５年５月７日から施行する。 

附則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


